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回次
第111期

中間連結会計期間
第112期

中間連結会計期間
第111期

会計期間
自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2025年４月１日
至　2025年９月30日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

売上高 （百万円） 61,625 62,117 124,765

経常利益 （百万円） 4,781 4,712 8,806

親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益

（百万円） 3,193 3,213 6,041

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 3,973 4,545 8,861

純資産額 （百万円） 92,417 98,763 95,574

総資産額 （百万円） 163,147 166,566 165,411

１株当たり中間（当期）
純利益金額

（円） 50.33 51.38 95.75

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 54.1 56.7 55.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 8,875 4,956 15,136

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △989 △2,894 △3,113

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △2,150 △2,667 △7,429

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

（百万円） 27,852 25,703 26,841

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間における、本半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

（単位：百万円）

前中間期 当中間期
前年同期比

増減額 増減率（％）

売 上 高 61,625 62,117 491 0.8

営 業 利 益 4,035 4,285 250 6.2

経 常 利 益 4,781 4,712 △68 △1.4

親会社株主に帰属する中間純利益 3,193 3,213 19 0.6

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態および経営成績の状況

当中間連結会計期間の決算の概要は次のとおりであります。

（経済環境）

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや企業の設備投資の底堅さを背景に内需が景

気を下支えし、全体としては緩やかな回復基調となりました。一方、米国の通商政策や地政学的リスク、物価上

昇の継続など、依然として先行き不透明な状況が続きました。

（事業環境）

生産活動の持ち直しや内需の回復を背景に、荷動きに回復の動きが見られ、物流業界全般としては緩やかな改

善傾向となりました。一方、インフレや人手不足によるコストの増加が続くなど、依然として業界全体としては

力強さを欠く状況が続きました。

（業績状況）

当社グループは中期経営計画に基づき、収益基盤の拡充によるトップラインの向上、TRANCYグループの経営基

盤の強化、ESG経営／サステナビリティの取組み推進を図ることで、業績の確保に努めてまいりました。具体的な

取組みとして、本年５月に稼働した関東エリアにおける自動車部品取扱専用センターの拡張準備、北海道石狩市

の新物流センターおよび三重県桑名郡木曽岬町の危険品複合センター稼働に向けた準備を引き続き進めておりま

す。また、MPL事業部、国際事業部を発足させるなど新たな組織体制による事業活動を展開しております。

・売上高は、アメリカ現地法人における商流変更による減少の影響はあるものの、自動車部品取扱専用センター

の安定稼働、医療介護用食品専用センターやタイ現地法人の新倉庫の稼働が寄与し、前年同期比増収。

・経常利益は、新拠点立上げに伴う準備費用の増加、持分法による投資利益の減少や為替差損の影響により、前

年同期比減益。

・親会社株主に帰属する中間純利益は、投資有価証券売却益の減少があったものの、税金費用の減少の影響など

により、前年同期比増益。
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（単位：百万円）

売上高 前年同期比

前中間期 当中間期 増減額 増減率 (％)

総合物流事業

倉 庫 業

港 湾 運 送 業

陸 上 運 送 業

国際複合輸送業

そ の 他

60,583

25,707

10,344

9,753

13,942

836

61,096

26,840

10,815

9,884

12,697

858

512

1,132

471

131

△1,245

21

0.8

4.4

4.6

1.3

△8.9

2.6

その他の事業 1,041 1,021 △20 △1.9

合　計 61,625 62,117 491 0.8

セグメント・主要部門ごとの経営成績は、次のとおりであります。

セグメント・主要部門ごとの取扱等の状況は、次のとおりであります。

（総合物流事業）

・倉庫業は、前年同期に比べ、貨物取扱数量は1.6％減少（439万４千トン）、期中平均保管残高は0.8％減少（54

万６千トン）、保管貨物回転率は67.1％と上昇。

・港湾運送業は、前年同期に比べ、四日市港における海上コンテナの取扱量は2.3％増加（10万７千本（20フィー

ト換算））、完成自動車、石炭・オイルコークスの取扱量は減少。

・陸上運送業は、前年同期に比べ、主力のトラック輸送の取扱量は1.1％増加（305万９千トン）、鉄道輸送の取

扱量は1.3％減少（６万９千トン）、バルクコンテナ輸送の取扱量は2.8％減少（10万７千トン）。

・国際複合輸送業は、前年同期に比べ、海上輸送の取扱量は2.6％増加（105万４千トン）、航空輸送の取扱量は

0.5％増加（611トン）、海外現地法人における取扱量は減少。

・その他は、前年同期に比べ、場内における附帯作業の取扱量が増加。

（その他の事業）

・自動車整備業は、前年同期に比べ、車検取扱台数は9.0％減少。

・ゴルフ場は、前年同期に比べ、入場者数は2.4％増加。

・建設事業は、前年同期に比べ、完成工事件数は10.7％増加。

財政状態の状況は、次のとおりであります。

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億５千５百万円増加し、1,665億６千６百万円と

なりました。流動資産は現金及び預金の減少11億４千５百万円を主な要因として20億９千３百万円減少し、固定

資産は投資有価証券の増加30億５千４百万円を主な要因として32億４千８百万円増加しました。

　負債は、固定負債の長期借入金の減少等を主な要因として前連結会計年度末に比べ20億３千４百万円減少し、

678億３百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益32億１千３百万円を主な要因として前連結会計年度末に比べ31億

８千９百万円増加し、987億６千３百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は11億３千８百万円減少し、中間期末

残高は257億３百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、営業活動の結果増加した資金は49億５千６百万円（前年同期比39億１千８百万

円の収入減）となりました。これは主に、法人税等の支払額14億７千４百万円、未払又は未収消費税等の増減額

７億２千５百万円等による減少があったものの、税金等調整前中間純利益46億８千６百万円、減価償却費26億８

百万円の資金留保等による増加の結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、投資活動の結果減少した資金は28億９千４百万円（前年同期比19億５百万円の

支出増）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出28億２千７百万円による減少の結

果であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、財務活動の結果減少した資金は26億６千７百万円（前年同期比５億１千６百万

円の支出増）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出９億７千５百万円および配当金の支払額

14億６百万円による減少の結果であります。

(3）優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上および財務上の課題に重要な変更お

よび新たに生じた課題はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

(5）従業員数

　当中間連結会計期間において、連結会社または提出会社の従業員数に著しい増減はありません。

(6）生産、受注および販売の実績

　当中間連結会計期間において、生産、受注および販売実績の著しい変動はありません。

(7）主要な設備

　当中間連結会計期間において、主要な設備の著しい変動および設備の新設、除却等について前連結会計年度末

における計画の著しい変動はありません。

(8）資本の財源および資金の流動性についての分析

　当社グループの資本の源泉は内部留保と外部調達によりますが、このうち外部調達は安定的な資金調達と調達

コストの抑制を両立させ、自己資本比率や資産構成および営業キャッシュ・フローの各種指標に配慮して、財務

リスクを最小化することを基本方針としております。

　この基本方針に則り、長期性の資金調達の手段はその時々の市場環境を考慮したうえで、当社グループにとっ

て最善の手段を選択しており、また、主要な取引銀行とは当座貸越契約を締結し、流動性を確保しております。

　さらに、流動性マネジメントの一環として、キャッシュ・マネジメント・システムを国内で導入し、グループ

内の企業相互間の余剰資金を当社が集中管理することで資金の効率化を推進しております。一方、海外拠点にお

ける資金需要に対応するため、当社を起点にしたグループ内金融により必要な資金を供給する体制を構築してお

ります。

３【重要な契約等】

　（シンジケートローン契約）

　2024年４月１日前に締結したシンジケートローン契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定

有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第３条第６項により記載を省略しており

ます。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 67,142,417 67,142,417

名古屋証券取引所
（プレミア市場）
東京証券取引所
（プライム市場）

単元株式数は100株
であります。

計 67,142,417 67,142,417 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2025年９月30日 － 67,142 － 8,428 － 6,544

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区赤坂一丁目８番１号
赤坂インターシティＡＩＲ

5,144 8.22

明治安田生命保険相互会社
（常任代理人　株式会社日本カスト
ディ銀行）

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号）

4,000 6.39

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,843 4.54

株式会社百五銀行 三重県津市岩田21番27号 2,683 4.29

株式会社三十三銀行 三重県四日市市西新地７番８号 2,683 4.29

株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海一丁目８番12号 1,819 2.91

日本トランスシティグループ社員持
株会

三重県四日市市霞二丁目１番地の１ 1,769 2.83

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 1,752 2.80

蒼栄会 三重県四日市市霞二丁目１番地の１ 1,502 2.40

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（常任代理人　日本マスタートラス
ト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
（東京都港区赤坂一丁目８番１号
　赤坂インターシティＡＩＲ）

1,501 2.40

計 － 25,698 41.05

（５）【大株主の状況】

（注）１　当社は自己株式を4,540,988株保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。

２　上記の所有株式数のうち、株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
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2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ 単元株式数は100株であります。
普通株式 4,540,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 62,545,000 625,450 単元株式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 56,517 － －

発行済株式総数 67,142,417 － －

総株主の議決権 － 625,450 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数11個が含まれております。

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

（自己保有株式）

日本トランスシティ株式会社
三重県四日市市霞二丁目
１番地の１

4,540,900 － 4,540,900 6.76

計 － 4,540,900 － 4,540,900 6.76

②【自己株式等】

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１  中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

２  監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,033 25,888

受取手形、営業未収金及び契約資産 17,336 16,364

棚卸資産 270 260

その他 2,266 2,299

貸倒引当金 △81 △81

流動資産合計 46,825 44,731

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 39,176 38,374

土地 35,119 35,107

その他（純額） 8,481 9,203

有形固定資産合計 82,777 82,685

無形固定資産 1,005 1,344

投資その他の資産

投資有価証券 25,366 28,421

その他 9,446 9,393

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 34,803 37,805

固定資産合計 118,586 121,835

資産合計 165,411 166,566

１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 10,132 9,612

短期借入金 100 100

１年内返済予定の長期借入金 1,938 8,630

未払法人税等 1,514 1,303

賞与引当金 1,321 1,383

その他 4,306 3,145

流動負債合計 19,314 24,174

固定負債

社債 8,000 8,000

長期借入金 27,253 19,586

再評価に係る繰延税金負債 3,782 3,782

退職給付に係る負債 2,022 2,088

長期預り保証金 1,941 1,928

その他 7,523 8,243

固定負債合計 50,523 43,628

負債合計 69,837 67,803

純資産の部

株主資本

資本金 8,428 8,428

資本剰余金 6,879 6,930

利益剰余金 67,797 69,604

自己株式 △2,642 △2,588

株主資本合計 80,462 82,373

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,056 10,189

土地再評価差額金 △1,522 △1,522

為替換算調整勘定 2,104 1,464

退職給付に係る調整累計額 2,090 1,986

その他の包括利益累計額合計 10,729 12,118

非支配株主持分 4,382 4,271

純資産合計 95,574 98,763

負債純資産合計 165,411 166,566
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（単位：百万円）

 前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 61,625 62,117

売上原価 53,938 54,231

売上総利益 7,687 7,886

販売費及び一般管理費 ※１ 3,651 ※１ 3,600

営業利益 4,035 4,285

営業外収益

受取利息 30 41

受取配当金 231 359

持分法による投資利益 304 209

為替差益 213 －

その他 71 60

営業外収益合計 852 670

営業外費用

支払利息 80 74

社債利息 20 20

為替差損 － 144

その他 5 3

営業外費用合計 106 242

経常利益 4,781 4,712

特別利益

固定資産処分益 17 8

投資有価証券売却益 123 －

特別利益合計 141 8

特別損失

固定資産処分損 13 34

特別損失合計 13 34

税金等調整前中間純利益 4,909 4,686

法人税等 1,450 1,356

中間純利益 3,458 3,329

非支配株主に帰属する中間純利益 265 116

親会社株主に帰属する中間純利益 3,193 3,213

（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
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（単位：百万円）

 前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 3,458 3,329

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △210 2,133

為替換算調整勘定 772 △796

退職給付に係る調整額 △106 △104

持分法適用会社に対する持分相当額 58 △17

その他の包括利益合計 515 1,215

中間包括利益 3,973 4,545

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 3,546 4,603

非支配株主に係る中間包括利益 427 △58

【中間連結包括利益計算書】
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（単位：百万円）

 前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 4,909 4,686

減価償却費 2,643 2,608

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 51 56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △100 △83

固定資産処分損益（△は益） △4 26

受取利息及び受取配当金 △262 △400

支払利息及び社債利息 100 94

持分法による投資損益（△は益） △304 △209

売上債権の増減額（△は増加） 1,473 779

仕入債務の増減額（△は減少） △494 △428

未払又は未収消費税等の増減額 1,575 △725

その他 △951 △532

小計 8,636 5,871

利息及び配当金の受取額 626 654

利息の支払額 △100 △94

法人税等の支払額 △287 △1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,875 4,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,460 △2,827

有形及び無形固定資産の売却による収入 17 10

その他 454 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △989 △2,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △1,125 △975

配当金の支払額 △444 △1,406

その他 △579 △285

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,150 △2,667

現金及び現金同等物に係る換算差額 609 △533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,344 △1,138

現金及び現金同等物の期首残高 21,507 26,841

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 27,852 ※１ 25,703

（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

　税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

報酬及び給料手当 1,534百万円 1,445百万円

賞与引当金繰入額 274百万円 265百万円

（中間連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定 28,098百万円 25,888百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △245百万円 △185百万円

現金及び現金同等物 27,852百万円 25,703百万円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。
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決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 444 7.00 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月11日
取締役会

普通株式 1,042 16.50 2024年９月30日 2024年12月４日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,406 22.50 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年11月11日
取締役会

普通株式 1,158 18.50 2025年９月30日 2025年12月４日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１　配当金支払額

２　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる

もの

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１　配当金支払額

２　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となる

もの
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他の事業

（注）１
合計

調整額
（注）２

中間連結損益
計算書計上額

（注）３総合物流事業

売上高

外部顧客への売上高 60,583 1,041 61,625 － 61,625

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 717 717 △717 －

計 60,584 1,758 62,343 △717 61,625

セグメント利益 3,762 284 4,047 △11 4,035

（単位：百万円）

報告セグメント
その他の事業

（注）１
合計

調整額
（注）２

中間連結損益
計算書計上額

（注）３総合物流事業

売上高

外部顧客への売上高 61,096 1,021 62,117 － 62,117

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 840 841 △841 －

計 61,096 1,861 62,958 △841 62,117

セグメント利益 4,009 286 4,295 △10 4,285

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

報告セグメントごとの売上高および利益の金額に関する情報

（注）１　「その他の事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業・建設業・損害保

険代理店・自動車整備・ゴルフ場等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去△11百万円によるものであります。

３　セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

報告セグメントごとの売上高および利益の金額に関する情報

（注）１　「その他の事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業・建設業・損害保

険代理店・自動車整備・ゴルフ場等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△10百万円は、セグメント間取引消去△10百万円によるものであります。

３　セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他

の事業

（注）１

合計総合物流事業

倉庫業
港湾

運送業

陸上

運送業

国際複合

輸送業
その他 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 25,707 10,344 9,753 13,942 836 60,583 566 61,150

その他の収益（注）２ － － － － － － 474 474

外部顧客への売上高 25,707 10,344 9,753 13,942 836 60,583 1,041 61,625

（単位：百万円）

報告セグメント
その他

の事業

（注）１

合計総合物流事業

倉庫業
港湾

運送業

陸上

運送業

国際複合

輸送業
その他 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 26,840 10,815 9,884 12,697 858 61,096 541 61,637

その他の収益（注）２ － － － － － － 479 479

外部顧客への売上高 26,840 10,815 9,884 12,697 858 61,096 1,021 62,117

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

（注）１　「その他の事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業・建設業・損害保

険代理店・自動車整備・ゴルフ場等を含んでおります。

２　企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる収益です。

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

（注）１　「その他の事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業・建設業・損害保

険代理店・自動車整備・ゴルフ場等を含んでおります。

２　企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる収益です。
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項目
前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

１株当たり中間純利益金額 50円33銭 51円38銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) 3,193 3,213

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益金額(百万円)

3,193 3,213

普通株式の期中平均株式数(千株) 63,447 62,533

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益金額および算定上の基礎は、次のとおりであります。

（注）　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　2025年11月11日の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1）中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　 1,158百万円

(2）中間配当金の１株当たりの額　　　　　　　　　　　18円50銭

(3）支払請求の効力発生日および支払開始日　　　2025年12月４日

（注）　2025年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年11月７日

日本トランスシティ株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴　　木　　賢　　次

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山　　田　　昌　　紀

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本トランスシ

ティ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年

９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、日本トランスシティ株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連

結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び

内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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１【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長安藤仁は、当社の第112期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）の半期報告書の記

載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２【特記事項】

　確認に当たり、特記すべき事項はありません。


